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11
月
臨
時
会

　
地
方
自
治
法
第
74
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
条
例
制
定
請
求
代

表
者
６
名
か
ら
市
長
に
対
し
、
鎌

倉
市
本
庁
舎
整
備
に
関
す
る
住
民

投
票
条
例
制
定
の
直
接
請
求
が
行

わ
れ
、
緊
急
に
議
会
の
議
決
が
必

要
と
な
っ
た
た
め
、
11
月
20
日
か

ら
27
日
ま
で
の
８
日
間
、
臨
時
会

が
開
か
れ
、
市
長
か
ら
鎌
倉
市
本

庁
舎
整
備
に
関
す
る
住
民
投
票
条

例
の
制
定
議
案
が
同
条
第
３
項
の

規
定
に
基
づ
き
意
見
を
付
し
て
提

出
さ
れ
ま
し
た
。

　
議
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

り
で
す
。

　

本
庁
舎
整
備
に
関
し
て
、「
本

庁
舎
の
深
沢
移
転
に
賛
成
」
ま
た

は
「
深
沢
移
転
に
反
対
」
の
選
択

肢
で
住
民
投
票
を
行
い
、
市
長
お

よ
び
市
議
会
は
、
住
民
投
票
の
結

果
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

条
例
制
定
請
求
代
表
者
か
ら
市

長
に
提
出
さ
れ
た
請
求
の
要
旨
に

よ
れ
ば
、
本
市
は
市
役
所
本
庁
舎

を
深
沢
地
域
整
備
事
業
用
地
に
移

転
す
る
計
画
を
発
表
し
、
現
在
、

鎌
倉
市
本
庁
舎
等
整
備
委
員
会
を

立
ち
上
げ
、
本
庁
舎
整
備
基
本
構

想
を
策
定
す
る
た
め
の
検
討
を

行
っ
て
い
る
段
階
で
あ
り
、
こ
の

ま
ま
で
は
移
転
計
画
が
進
め
ら

れ
、既
成
事
実
化
す
る
こ
と
か
ら
、

計
画
の
策
定
に
当
た
っ
て
は
市
民

の
声
を
反
映
す
る
よ
う
考
え
、
住

民
投
票
条
例
の
制
定
を
求
め
た
と

の
こ
と
で
す
。

　

市
長
か
ら
付
さ
れ
た
意
見
に
よ

れ
ば
、
住
民
投
票
が
間
接
民
主
制

を
補
完
す
る
た
め
の
市
民
参
加
制

度
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
も

の
の
、
本
庁
舎
の
移
転
整
備
は
本

市
の
将
来
を
見
据
え
た
重
要
な
事

業
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
間
を
か

け
て
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
議
論

を
重
ね
、そ
の
過
程
に
お
い
て
は
、

広
く
市
民
や
知
見
を
有
す
る
方
な

ど
の
意
見
聴
取
に
努
め
る
と
と
も

に
、
議
会
に
も
報
告
等
を
行
っ
た

上
で
、
必
要
な
予
算
に
つ
い
て
議

決
を
得
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
住
民
投
票
に

よ
り
、
単
に
深
沢
地
域
へ
の
移
転

に
賛
成
か
反
対
を
問
う
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
方
々
と
丁
寧
に

議
論
し
て
築
き
上
げ
て
き
た
結
果

と
過
程
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
到
底
容
認
で
き
る
も

の
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
す
。
ま

た
、
２
つ
の
選
択
肢
だ
け
で
は
市

民
の
明
確
な
意
思
を
示
す
こ
と
は

困
難
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
整
備

を
行
う
べ
き
と
考
え
て
い
る
か
を

問
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
住

民
投
票
の
成
立
要
件
と
し
て
、
投

票
資
格
者
総
数
の
２
分
の
１
以
上

の
投
票
数
と
す
る
規
定
を
設
け
る

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
、
住
民
投

票
の
結
果
に
拘
束
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
本
庁

舎
の
位
置
を
定
め
る
議
事
を
決
す

る
市
議
会
の
権
限
を
無
に
す
る
こ

と
か
ら
法
令
に
違
反
す
る
と
思
料

さ
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
住
民
投
票

を
実
施
す
る
上
で
基
本
と
な
る
事

項
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
等
の
問

題
点
が
挙
げ
ら
れ
る
と
の
こ
と
で

す
。

　
議
会
で
は
、
少
数
の
賛
成
に
よ

り
、委
員
会
の
修
正
案
を
否
決
し
、

少
数
の
賛
成
に
よ
り
原
案
を
否
決

し
ま
し
た
。

（
審
査
の
流
れ
の
詳
細
は
、
１
面

を
ご
覧
く
だ
さ
い
）　　
　
　
　

12
月
定
例
会

条
例
関
係
議
案

鎌
倉
市
に
ふ
さ
わ
し
い
博
物
館
基

本
構
想
検
討
委
員
会
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　

鎌
倉
国
宝
館
お
よ
び
鎌
倉
歴
史

文
化
交
流
館
を
拠
点
と
し
、
鎌
倉

の
歴
史
的
遺
産
等
を
よ
り
有
効
に

活
用
で
き
る
鎌
倉
市
に
ふ
さ
わ
し

い
博
物
館
の
在
り
方
に
つ
い
て
検

討
し
、
鎌
倉
市
の
博
物
館
の
基
本

構
想
の
策
定
に
関
し
必
要
な
事
項

を
調
査
審
議
す
る
た
め
、
鎌
倉
市

に
ふ
さ
わ
し
い
博
物
館
基
本
構
想

検
討
委
員
会
を
法
の
規
定
に
基
づ

く
付
属
機
関
と
し
て
設
置
し
、
必

要
な
事
項
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
総
員
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

鎌
倉
市
市
税
条
例
及
び
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
が
所
有

す
る
軽
自
動
車
等
に
対
す
る
軽
自

動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て

　

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴

い
、
配
偶
者
控
除
等
の
見
直
し
、

法
人
市
民
税
法
人
税
割
の
税
率
の

引
き
下
げ
お
よ
び
軽
自
動
車
税
環

境
性
能
割
の
創
設
に
つ
い
て
、
必

要
な
規
定
の
整
備
を
行
お
う
と
す

る
も
の
で
、平
成
31
（
２
０
１
９
）

年
10
月
１
日
か
ら
施
行
し
、
個
人

市
民
税
の
配
偶
者
控
除
等
の
見
直

し
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
は
平
成

31
年
１
月
１
日
か
ら
施
行
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
会
で
は
、
多
数
の
賛
成
に
よ

り
、
原
案
を
可
決
し
ま
し
た
。

補
正
予
算

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
）

　
（
仮
称
）
お
な
り
子
ど
も
の
家

等
実
施
設
計
修
正
業
務
、
市
役
所

第
４
分
庁
舎
改
修
業
務
に
係
る
経

費
、
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
対
策
事

業
補
助
金
、
建
長
寺
境
内
路
面
等

破
損
事
故
賠
償
金
、
鎌
倉
海
浜
公

臨
時
会

11
月

条
例 第52号 鎌倉市本庁舎整備に関する住民投票条例の制定について

（上／修正案　下／原案）
否決
否決

12
月
定
例
会

条
例

第42号 つながる鎌倉条例の制定について 可決

第66号 鎌倉市にふさわしい博物館基本構想検討委員会条例の制定
について 可決

第68号
鎌倉市市税条例及びアメリカ合衆国軍隊の構成員等が所有
する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

可決

補正
予算 第74号 平成30年度鎌倉市一般会計補正予算（第６号）

（上／修正案　下／修正部分を除く原案）
可決
可決

そ
の
他

第57号 指定管理者の指定について（鎌倉市鏑木清方美術館） 可決

第76号 工事請負契約の締結について（鎌倉駅東口駅前広場整備工事） 可決

第79号 鎌倉市副市長の選任について 同意

公

明

党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

日
本
共
産
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

鎌
倉
み
ら
い

自
由
民
主
党

鎌
倉
市
議
会

議

員

団

鎌

倉

の

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を

考

え

る

会

鎌

倉

夢

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
会

神
奈
川
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

運
動
・
鎌
倉

無

所

属
◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎
納
所　
輝
次

西
岡　
幸
子

大
石　
和
久

吉
岡　
和
江

武
野　
裕
子

高
野　
洋
一

池
田　
　
実

山
田　
直
人

前
川　
綾
子

伊
藤　
倫
邦

志
田　
一
宏

森　
　
功
一

久
坂　
く
に
え

中
村　
聡
一
郎

河
村　
琢
磨

髙
橋　
浩
司

日
向　
慎
吾

永
田　
磨
梨
奈

保
坂　
令
子

安
立　
奈
穂

千　
　
一

く
り
は
ら 

え
り
こ

竹
田　
ゆ
か
り

長
嶋　
竜
弘

飯
野　
眞
毅

松
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健
治

― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○
― ― ― ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 退 ○ ○ ― ○ ― ○ ―

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○

○ ○ ○ ― ― ― ― ― ― 退 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 退 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ― ○ ―

○ ○ ○ ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ― 退 ― ― ―

○：賛成　―：反対　退：退席

　会　派　名

　議　員　名

主　　　な　　　議　　　案 議決
結果

※�会派は、政策を中心とした同一の理念を共有
する２人以上の議員で構成されます。本市議
会では、会派に属する議員は代表質問を行っ
たり、議会運営委員会の委員となり、議会運
営に関する協議を行うことができます。

※◎は会派の代表者
※�中村聡一郎議員は議長のため、採決には参加
していません。

※11月臨時会では、市長提出議案１件、12月定例会では市長提出議案28件、陳情２件の採決を行いました。
���下記以外の議案等への賛否については、議会事務局へお問い合わせください。議 決 さ れ た 主 な 議 案

　

市
民
の
方
々
が
本
庁
舎
整
備
に

関
す
る
住
民
投
票
条
例
の
制
定
を

求
め
、
署
名
を
託
し
て
本
会
議
場

で
意
見
陳
述
を
さ
れ
ま
し
た
。
こ

こ
に
「
住
民
参
加
」
の
直
接
的
な

形
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

議
員
の
賛
否
は
分
か
れ
ま
し
た
が
、

署
名
が
、
た
っ
た
１
カ
月
で
８
２

７
０
人
も
集
ま
っ
た
こ
と
へ
の
重

み
を
全
議
員
が
受
け
止
め
た
と
、

質
疑
を
通
じ
感
じ
ま
し
た
。一
方
、

市
役
所
移
転
問
題
に
限
ら
ず
市
民

へ
の
正
し
い
情
報
を
伝
え
る
こ
と

の
大
切
さ
も
実
感
し
ま
し
た
。�

「
聞
き
ぞ
こ
な
い
は
言
い
手
の
そ

そ
う
」
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
。

不
十
分
、
誤
解
を
受
け
る
情
報
で

市
民
の
住
民
参
加
・
政
治
参
加
を

諦
め
さ
せ
た
り
し
な
い
よ
う
、
責

任
を
持
っ
て
市
民
に
向
き
合
い
た

い
と
思
い
ま
す
。�

（
武
野
裕
子
）

　
議
会
広
報
委
員
会

�

委
員
長　
伊
藤　
倫
邦

�

副
委
員
長　
納
所　
輝
次

�

委　
　
員　
武
野　
裕
子

�

委　
　
員　
日
向　
慎
吾

�

委　
　
員　
安
立　
奈
穂�

�

委　
　
員　
山
田　
直
人

�

委　
　
員　
河
村　
琢
磨

編
集
後
記

園
危
険
ブ
ロ
ッ
ク
修
繕
事
業
に
係

る
経
費
の
追
加
等
を
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
、
歳
入
歳
出
と
も
に
６

４
６
０
万
８
千
円
を
増
額
し
、
補

正
後
の
総
額
は
６
０
３
億
３
２
９

１
万
１
千
円
と
な
り
ま
す
。

　
本
件
に
つ
い
て
は
、
長
嶋
竜
弘

議
員
、
納
所
輝
次
議
員
、
松
中
健

治
議
員
ほ
か
１
名
か
ら
修
正
動
議

が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

修
正
動
議
の
内
容
は
、（
仮
称
）

お
な
り
子
ど
も
の
家
等
実
施
設
計

修
正
業
務
に
係
る
経
費
、
１
０
７

０
万
３
千
円
を
減
額
す
る
も
の

で
、
修
正
後
の
総
額
は
６
０
３
億

２
２
２
０
万
８
千
円
と
な
り
ま
す
。

　
採
決
を
行
っ
た
結
果
、
修
正
動

議
に
つ
い
て
は
多
数
の
賛
成
に
よ

り
可
決
、
修
正
部
分
を
除
く
原
案

に
つ
い
て
は
総
員
の
賛
成
に
よ
り

可
決
し
ま
し
た
。

副
市
長
の
選
任

　

市
長
か
ら
副
市
長
の
選
任
に
つ

い
て
の
議
案
が
提
出
さ
れ
、
議
会

で
は
多
数
の
賛
成
に
よ
り
同
意
し

ま
し
た
。
選
任
さ
れ
た
方
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

千
田
勝
一
郎
氏
（
川
崎
市
在
住
）

　

千
田
氏
は
、衆
議
院
議
員
秘
書
、

神
奈
川
県
知
事
特
別
秘
書
な
ど
を

歴
任
し
て
い
ま
す
。

　

任
期
は
、
平
成
31
年
１
月
７
日

か
ら
４
年
間
で
す
。

　

12
月
21
日
の
本
会
議
に
お
い

て
、
総
務
常
任
委
員
会
で
所
管
事

務
調
査
事
項
と
し
て
い
る
「
市
民

に
と
っ
て
の
市
役
所
機
能
の
あ
り

方
に
つ
い
て
及
び
移
転
先
の
整
備
、

現
在
地
の
跡
地
利
用
に
つ
い
て
」、

最
終
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
の
主
な
内
容
は
、
調
査
を

行
っ
た
「
交
通
」
に
つ
い
て
、
深

沢
地
域
整
備
事
業
用
地
に
お
け
る

交
通
環
境
の
課
題
と
そ
の
対
応
と

し
て
、「
深
沢
地
域
整
備
事
業
用

地
に
係
る
交
通
イ
ン
フ
ラ
に
つ
い

て
」
お
よ
び
「
ま
ち
づ
く
り
の
視

点
で
交
通
環
境
の
整
備
を
行
う
こ

と
に
つ
い
て
」
の
大
き
く
二
つ
の

観
点
か
ら
ま
と
め
た
調
査
結
果
等

に
つ
い
て
報
告
し
た
も
の
で
す
。

　

最
終
報
告
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
２
月
中
旬
作
成
予
定
の
本
会

議
録
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

総
務
常
任
委
員
会

所
管
事
務
調
査
の

最
終
報
告
を
実
施


